
性別による差別的取扱い等の防止に関する指針

日本弁護士連合会 以下 本会 という は、会員による性別による差別的取扱い及（ 「 」 。）

びセクシュアル ハラスメント 以下 性別による差別的取扱い等 という を未然に・ （ 「 」 。）

防止するため、性別による差別的取扱い等の防止に関する規則 規則第１５２号。以（

下 規則 という 第４条第１号の規定に基づき、この指針を定める。「 」 。）

（ ）性別による差別的取扱い等に関する認識の周知等

第１条 本会は、性別による差別的取扱い等を防止するため、会員が次に掲げる事

項を認識することが重要であることを確認し、積極的にその認識を持つことを会

員に周知し、啓発しなければならない。

(1) 何人も、性別によらず、人格と個性が尊重されるべきであること。

(2) 何人も、性別にかかわらず、対等であること。

(3) 弁護士としてのあらゆる活動の場において他者を性的な対象として見ること

は不適切であること。

(4) 人の性別に基づき、固定的な役割分担をさせることは不適切であること。

（ ）基本的な心構えの周知等

第２条 本会は、性別による差別的取扱い等を防止するため、会員に対し次に掲げ

る事項を十分認識すべきであることを周知し、啓発しなければならない。

(1) セクシュアル ハラスメントを防止するため認識すべき次に掲げる事項・

ア 規則第２条第２号の性的な言動とは、性的な内容の発言及び性的な行動を

指し、性的な内容の発言には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の

情報を意図的に流布することのほか、性別による差別的言動が、性的な行動

には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること等が、それぞれ

含まれるものであること。

イ セクシュアル ハラスメントには、次に掲げる類型があること。・

(ｱ) 対価型セクシュアル ハラスメント 立場や階級の上下関係等を利用した・ （

相手の意に反する性的な言動に対する対応 拒否、抵抗等をいう により、（ 。）

。）その者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいう

(ｲ) 環境型セクシュアル ハラスメント 相手の意に反する不必要な身体的接・ （

触、ヌードポスターの掲示、性的な情報の流布等の性的な言動により、相

手が不快感を覚え、就業意欲が低下することその他執務環境が不快なもの

となったため、能力の発揮に悪影響が生じる等執務する上で支障が生じる

。）ことをいう

ウ 性的な言動に対する受け止め方には、男女間や個人間に差があり、セクシ



ュアル ハラスメントにあたるか否かについては、相手の判断が重要であるこ・

と。具体的には、次に掲げる点に注意しなければならない。

(ｱ) 親しさを表すつもりの言動であったとしても、行為者の意図とは関係な

く相手を不快にする場合があること。

(ｲ) 不快に感じるか否かには、個人差があること。

(ｳ) この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測は決してして

はならないこと。

(ｴ) 相手と良好な人間関係ができているとの勝手な思い込みは決してしては

ならないこと。

(ｵ) 同性間であってもセクシュアル ハラスメントは生じ得ること。・

エ 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決

して繰り返さないこと。

オ セクシュアル ハラスメントであることについて、相手からいつも意思表示・

があるとは限らないこと。例えば、セクシュアル ハラスメントを受けた者が・

職場の人間関係、雇主である弁護士と勤務弁護士、弁護士と司法修習生、弁

護士と事務職員といった力関係を考え、拒否することができないなど、相手

からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要があ

ること。

カ 執務中のセクシュアル ハラスメントに注意するのみでは不十分であること。・

例えば、職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会等の宴席のような場にお

いてセクシュアル ハラスメントを行うことは、執務に係る人間関係を損ない、・

勤務等の環境を害するおそれがあることから、執務時間外におけるセクシュ

アル ハラスメントについても十分注意する必要があること。・

キ 法律事務所の事務職員、弁護士会に勤務する者及び会員に対するセクシュ

アル ハラスメントに注意するのみでは不十分であって、司法修習生、法律事・

務所で研修する者、法律相談の相談者等、会員がその職務に従事する際に接

することになる者との関係にも十分注意する必要があること。

(2) 性別による差別的取扱いを防止するため認識すべき次に掲げる事項

ア 直接的であれ、間接的であれ、性別、性的指向、性自認又は婚姻上若しく

は家族上の地位に関連した理由に基づくいかなる差別も存在してはならない

こと。

、イ 弁護士、事務職員、司法修習生等の法律事務所への就職活動のための面接

採用及び就業において、女性と男性は平等であり、何人も、性別によらず、

互いの人格を尊重し合うべきであること。

ウ 女性に対する婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益な取扱いがあっては

ならないこと。



(3) セクシュアル ハラスメント及び性別による差別的取扱いに共通する事項・

ア 性別による差別的取扱い等について問題提起する者をいわゆるトラブル メ・

ーカーと見たり、性別による差別的取扱い等に関する問題を当事者間の個人

的な問題として片付けたりしないこと。執務場所におけるミーティングを活

用することなどにより解決することができる問題については、問題提起を契

機として、良好な環境の確保のため皆で取り組むことを日頃から心掛けるこ

とが必要であること。

イ 執務場所から性別による差別的取扱い等の加害者や被害者を出さないよう

にするため、周囲に対する気配りをし、積極的に行動をとること。具体的に

は、次の事項に十分留意して必要な行動をとること。

(ｱ) 性別による差別的取扱い等が見受けられる場合には、執務場所の組織の

構成員として注意を促すことをためらわないこと。

(ｲ) 被害を受けていることを見聞きした場合には、声を掛けて相談に乗った

り、被害者に相談員等に相談するよう促すことをためらわないこと。

(ｳ) 会員は、性別による差別的取扱い等に起因する問題に関する雇用管理上

の配慮義務を負っていることを十分認識し、被害の防止及び発生後の迅速

かつ適切な対応に努めること。

（ ・ ）セクシュアル ハラスメントになり得る言動の周知等

第３条 本会は、規則第２条第２号のセクシュアル ハラスメントになり得る言動の・

例として、次に掲げるようなものがあることを会員に対して周知し、啓発しなけ

ればならない。

(1) 執務場所の内外を問わずに起きやすい次に掲げる言動

ア 次に掲げる性的な内容の発言

(ｱ) 身体的特徴や容姿の良し悪しを話題にすること。

(ｲ) 性的な冗談を交わすこと。

「 」「 」 。(ｳ) 体調が悪そうな女性に 今日は生理日か 、 もう更年期か 等と言うこと

(ｴ) 性的な経験や性生活について質問すること。

(ｵ) 性的なうわさを立てたり、性的なからかいの対象とすること。

(ｶ) あいつホモじゃないか 等と性的指向等に関するうわさを立てたり、「 」

性的指向や性自認等に関する事柄を冗談やからかいの対象とすること。

イ 次に掲げる性的な行動

(ｱ) 性的な写真や記事が載っている雑誌などを広げて読んだり、パソコンの

スクリーンに卑わいな写真を映し出したりすること。

(ｲ) 体を執拗に眺めること。

(ｳ) 食事やデートにしつこく誘うこと。



(ｴ) 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙や電子メールを送るこ

と。

(ｵ) 体に不必要に接触すること。

(ｶ) トイレや更衣室を覗くこと。

ウ 性別により差別をしようとの意図に基づくものと認められる次に掲げる言

動

(ｱ) 男のくせに根性がない 、 女には仕事を任せられない 、 女性は職場の「 」「 」「

花でいてほしい 等の発言をすること。」

(ｲ) 男の子、女の子 、 おまえ、僕、坊や、お嬢さん 、 おじさん、おばさ「 」「 」「

ん 、 じじい、ばばあ 等の呼び方をすること。」「 」

(ｳ) 不必要に 女の修習生、男の修習生 、 女の職員、男の職員 等と、語頭「 」「 」

に性別を付けること。

(2) 主として執務場所の外で起きやすい次に掲げる言動

ア 性的な関係を強要すること。

イ カラオケでのデュエットを強要すること。

ウ 酒席で、女性の勤務者等の座席を男性の上司の隣に指定したり、お酌やダ

ンスを強要すること。

（ ）性別による差別的取扱いになり得る言動の周知等

第４条 本会は、規則第２条第１号の性別による差別的取扱いになり得る言動の例

として、次に掲げるものがあることを会員に対して周知し、啓発しなければなら

ない。

(1) 勤務者の募集及び採用に際して起きやすい次に掲げる言動

ア 募集又は採用の対象から男女のいずれかを排除すること。

(ｱ) 募集又は採用の対象を男女のいずれかのみとすること。

(ｲ) 募集又は採用に当たって、 男性弁護士募集 等の男女のいずれかを表す「 」

職種の名称を用い 対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである（

場合を除く 、又は 男性歓迎 、 女性向きの業務 等の表示を行うこと。。） 「 」「 」

(ｳ) 男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用

の対象を男女のいずれかのみとすること。

イ 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。例えば、

女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、自宅から通

勤すること等を条件とし、又はこれらの条件を満たす者を優先して募集又は

採用すること。

ウ 採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や

基準について男女で異なる取扱いをすること。



(ｱ) 募集又は採用に当たって実施する筆記試験や面接試験の合格基準を男女

で異なるものとすること。

(ｲ) 男女で異なる採用試験を実施すること。

(ｳ) 男女のいずれかについてのみ採用試験を実施すること。

(ｴ) 採用面接に際して、結婚の予定の有無、子どもが生まれた場合の継続就

労の希望の有無等一定の事項について質問すること。

エ 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

(ｱ) 採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを

優先して採用すること。

(ｲ) 男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して募集すること又は設定

した人数に従って採用すること。

(ｳ) 男女のいずれかについて採用する最低の人数を設定して募集すること。

(ｴ)男女のいずれかの選考を終了した後でもう一方の性別の者を選考すること。

オ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異な

る取扱いをすること。

(ｱ) 事務所等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、又は

資料の内容、送付時期等を男女で異なるものとすること。

(ｲ) 求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男女の

いずれかのみとし、又は説明会を実施する時期を男女で異なるものとする

こと。

(2) 業務の分担等 事件の配点、顧問先の担当等具体的に担当させる業務を分担さ（

せること。以下同じ に際して起きやすい次に掲げる言動。）

ア 業務の分担等に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。

(ｱ) 業務の分担等についてその対象を男女のいずれかのみとすること。

(ｲ) 時間外労働や深夜労働の多い事件の配点を男性弁護士のみとすること。

(ｳ) 女性はお茶くみ、男性は外回り等と役割分担をさせること。

(ｴ) 正当な理由なく家事事件を女性弁護士に多く配点する等性別により偏っ

た業務の分担等を行うこと。

イ 業務の分担等に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

(ｱ) 女性についてのみ婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有し

ていることを理由として、顧問先の担当の対象から排除すること。

(ｲ) 業務の分担等に当たり、女性に対してのみ深夜労働や時間外労働を可能

とする就業環境を自ら整えるよう求めること。

ウ 業務の分担等に当たり、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方

法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

(ｱ) 業務の分担等に当たり、男性は平均的な評価がなされている場合にはそ



の対象とするが、女性は特に優秀という評価がなされている場合にのみそ

の対象とすること。

(ｲ) 業務の分担等の基準を男女で異なるものとすること。

(3) 教育訓練に際して起きやすい次に掲げる言動

ア 教育訓練の対象から男女のいずれかを排除すること。

(ｱ) 教育訓練の対象を男女のいずれかのみとすること。

(ｲ) 海外留学による研修の対象を男女のいずれかのみとすること。

イ 教育訓練を行う条件及び内容について男女で異なるものとすること。

(ｱ) 女性についてのみ婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、又は子を有

していることを理由として、将来従事する可能性のある職務に必要な知識

を身につけるための教育訓練の対象から排除すること。

(ｲ) 教育訓練の対象者について男女で異なる勤続年数を条件とすること。

(ｳ) 男性には商事法務等企業関係の業務を中心とした教育訓練を行い、女性

には家事事件等個人の顧客の事件を中心とした教育訓練を行うこと。

(4) 賃金、賞与、昇給及び昇格を判断するに際して起きやすい次に掲げる言動

ア 賃金及び賞与額の算定基準について男女で異なる取扱いをすること。

。イ 昇給の要否及び昇給率の判断基準について男女で異なる取扱いをすること

ウ パートナー等への昇進又は昇格の人選をするに当たり、女性についてのみ

特に高い評価がされていることを必要とすること。

(5) 勤務者に対し退職を促す 以下 退職の勧奨 という 場合に起きやすい次に掲（ 「 」 。）

げる言動

ア 退職の勧奨に当たり、その対象を男女のいずれかのみとすること。

イ 退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

(ｱ) 女性に対してのみ子を有していることを理由として、退職の勧奨をする

こと。

。(ｲ) 経営の合理化に際して、既婚の女性に対してのみ退職の勧奨をすること

ウ 退職の勧奨に当たり、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法

や基準について男女で異なる取扱いをすること。例えば、経営合理化に伴い

退職の勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性に

ついては最低の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性

については特に優秀という評価がなされている者以外は退職の勧奨の対象と

すること。

エ 退職の勧奨の時期について、男女で差を設けること。

(ｱ) 男性よりもまず女性に対して退職の勧奨をすること。

(ｲ) 退職の勧奨の対象とする年齢を女性については４５歳、男性については

５０歳とする等男女で差を設けること。



(6) 女性に対する婚姻、妊娠、出産等を理由とする次に掲げる不利益な取扱い

ア 婚姻、妊娠、出産等を退職理由として予定する定めをすること。

予定する定めとは、勤務者が婚姻、妊娠又は出産した場合には退職する旨

をあらかじめ労働協約、就業規則又は労働契約に定めることをいうほか、労

働契約の締結に際し、いわゆる念書を提出させる場合や、婚姻、妊娠又は出

産した場合の退職に関する慣行について、事業主が事実上の退職制度として

運用しているような実態がある場合も含まれる。

イ 婚姻したことを理由として解雇すること。

ウ 女性が妊娠したことその他の妊娠、出産又は育児に関する次に掲げる事由

を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすること。

(ｱ) 妊娠したこと。

(ｲ) 出産したこと。

(ｳ) 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 母性健康管理措置 を求め、（ ）

又は当該措置を受けたこと。

(ｴ) 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の

規定により就業することができず、若しくは産後休業をしたこと。

(ｵ) 育児休暇の請求をし、又は育児休暇を取得したこと。

(ｶ) 妊娠又は出産に起因する症状 つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回（

。）復不全等妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう

により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率

が低下したこと。

エ 女性が生理休暇の請求をし、又は生理休暇を取得したことを理由として、

解雇その他不利益な取扱いをすること。

。オ 解雇その他不利益な取扱いとは、例えば、次に掲げるものが該当すること

(ｱ) 退職の勧奨をすること。

(ｲ) 事件を担当させないこと。

(ｳ) 就業環境を害すること。

(ｴ) 不利益な自宅待機を命ずること。

(ｵ) 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

、カ 妊娠、出産等を理由としてオ(ｱ)から(ｵ)までに掲げる取扱いを行うことは

直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであること。ただし、オ

(ｳ)から(ｵ)までに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次に

掲げる事項を勘案して判断すること。

(ｱ) 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為又は合理的理由な

、く産前産後休業からの復帰に当たって休業前の事件を担当させない行為は

オ(ｳ)に該当すること。



(ｲ) 事業主が産前産後休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は医師

の指導に基づく休業の措置の期間を超えて休業することを勤務者等に強要

することは、オ(ｴ)に該当すること。

キ 次に掲げる場合には、オ(ｵ)に該当すること。

(ｱ) 実際には労務の不提供又は労働能率の低下が生じていないにもかかわら

ず、女性が妊娠し、出産し、又は労働基準法に基づく産前休業の請求等を

したことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること。

(ｲ) 妊娠、出産等に係り就労しなかった又はできなかった期間 以下 不就労（ 「

期間 という 分を超えて賃金を不支給とすること。」 。）

(ｳ) 賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間又は労働能率の低

下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等又は同程度

、労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠、出産等による休業及び妊娠

出産等による労働能率の低下について不利に取り扱うこと。

(ｴ) 賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間又は労働能率の低

下を考慮の対象とする場合において、現に妊娠、出産等により休業した期

間や労働能率が低下した割合を超えて休業したもの又は労働能率が低下し

たものとして取り扱うこと。

（ ）懲戒処分の対象となり得ることの周知

第５条 本会は、会員による性別による差別的取扱い等は、その態様によっては、

本会の秩序及び信用を害し、行為者たる会員の品位を失うべき非行として、弁護

士法に基づく懲戒処分の対象となり得るものであることを会員に周知する。

（ ）会員による被害者に対する助言の周知等

第６条 本会は、会員に対し、被害者に接した場合は、次に掲げる助言をすること

を周知し、啓発しなければならない。

(1) １人で我慢しているだけでは問題は解決せず、性別による差別的取扱い等を

無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないと

いうことをまず認識することが大切であるとの助言

(2) 性別による差別的取扱い等に対し、 トラブル メーカーのレッテルを貼られ「 ・

たくない 、 恥ずかしい 等と考えがちであるが、被害を深刻なものにしないた」「 」

めには、勇気を出して行動することが求められ、性別による差別的取扱い等に

対する行動は、他に被害者が出ることを防ぎ、かつ、良好な勤務環境の形成に

資する有意義な行為であるとの助言

(3) 性別による差別的取扱い等の行為者に対しては、当該行為が重大な悪影響を

与えるものであることを行為者に知らしめるため、毅然とした態度で、相手に



意思表示することが重要であり、直接口頭で伝えにくい場合は、手紙や上司、

同僚等を通じて伝える等の手段をとることも考えられるとの助言

(4) 相談員等に対し、性別による差別的取扱い等の内容、望んでいる対応方法等

について遠慮なく相談することが望まれること及び相談するに当たっては、性

別による差別的取扱い等が発生した日時及び内容についてメモをする等して記

録に残しておくことが望ましいとの助言

附 則

この指針は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

第２条第１号ア、イ(ｲ)及びウ(ｵ) 新設 、第２条第２号ア及びウ、第３条第１（ ）

号ア(ｶ) 新設 並びに第４条第２号ア(ｴ) 新設 及び第６号エからキまでの改正規（ ） （ ）

定は、平成３０年３月１４日から施行する。

１ 平成２４年３月２３日正副会長会承認

２ 平成３０年３月１４日正副会長会承認


